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東京都中央卸売市場条例に定める部類ごとの取扱品目 
 
水産：生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品 

青果：野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品 

食肉：肉類及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品 

花き：花き     

 

 

東京都中央卸売市場の市場分布及び取扱品目 

平成２０年 

７月廃止 


